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定期監査等の結果について(回答) 

 

 

 平成２７年２月に実施されました定期監査等においてご指摘いただきました

事項について、下記のとおり回答いたします。 

 

 

記 

 

１．農業委員会総会議事録について 

 

農業委員会は毎月 1回定例総会が開催され、豊前市農業委員会会議規則第１３条

に基づき議事録の作成と一般への縦覧に供されている。 

しかし、議事録の作成にあたり議事録が数ページに及ぶが製本されてなく、議長

及び委員会において定めた２名以上の出席委員が署名しなければならないが、委員

の署名押印はなされているが、議長の署名押印がなされてない。 

前回の定期監査においても指摘したところであるが改善されてない。 

議事録に対する正確性と信頼性を問われかねない事務処理と言える。 

議事録の製本、議長の署名押印、割印について早急に改善し、会議規則に準じた

適正な議事録の作成と一般の縦覧に供されたい。 

 

【措置内容】 

  農業委員会等に関する法律第 27条及び豊前市農業委員会会議規則第 13条に基づ

く議事録については、平成 27年 4月定例総会議事録より議長の署名押印を加えると

ともに、製本または割印を行い事務所に備え付け一般の縦覧に供します。 

 

 



２．台帳整備について 

 

  行政執行にあたっては、その事務処理の仕方について各行政機関毎に条例、規則

規程等を制定し業務の適正化、信頼性、透明性が確保されている。 

  農業委員会においても各種規程等が制定されているが規程に基づいた事務処理

がなされてないものがある。 

 

  ①公印台帳の不備 

豊前市農業委員会公印規程第７条第２号の「押印手続」で「公印を使用するとき

は公印使用簿に所定の事項を記載しなければならない」と規定されている。 

公印使用簿は農業委員会が公式に発送した関係書類の内容と経過を記録し、その

確認と検索をおこなう重要な書類である。 

前回も指導した処であるが改善されてないので早急に作成されたい。 

 

【措置内容】 

 豊前市農業委員会公印規程第 7 条第 2 号の規定に基づき平成 27 年度より公印使

用簿を作成し、所定の事項を記載します。 

 

 

②告示簿の不備 

農業委員会においては法令、条例、規則等に基づき、幅広く各種業務の遂行を行

っている処である。 

規則等の改廃、規程等による業務内容を広く市民に公表を必要とするものは、豊

前市公告式条例及び規則に基づき、適正に行われているが、その経過を記した記録

簿が作成されてない。各種告示等には公印が使用され行政機関の権限行使と深く係

わるものであり、公印台帳の整備と併せ交付台帳の整備をされたい。 

 

【措置内容】 

 豊前市農業委員会会議規則第 3 条の規定に基づき、平成 27 年度より公示受付簿

を作成し、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員

に通知するとともに、事務所に公示します。 

 

 

３．各種申請書の事務処理について 

 

  農地の適正な管理と利用を図る為、農地法に基づき各種申請、届出が義務付けら

れ、年間相当数の書類提出がなされており、おおむね適正に処理されている。 

  しかし、届出内容に基づき適正にその行為が行われているか、その後の状況把握

が行われている実態が見受けられないものがあり、各種申請・届出に対する進行管



理について検討されたい。また提出された関係書類で記載漏れが散見されたので、

指導と合せ受理にあたっては注意されたい。 

 

【措置内容】 

 農地法に基づき提出される各種申請、届出に対して受付印を押印するとともに、

届出内容に基づき適正にその行為が行われているか、その後の状況について把握し

ます。また、提出される書類について、窓口で受理するときに注意深く点検し記載

漏れがないように指導します。 

 

 

 

 

 


